
エル・サルヴァドル

事前調査団報告書

平成９年１２月

国 際 協 力 事 業 団

No.

農 開 技

Ｊ　Ｒ

97－ 75

ＣＥＮＴＡ農業技術開発普及サービス強化計画



序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　エル・サルヴァドル共和国は、内戦後の社会復興にあたり、都市と農村の格差解消、農村部の

貧困の解決を最優先課題としています。同国政府はこうした背景から、国立農牧林業技術センター

（CENTA）において中小規模農家に裨益する農業技術開発・普及機能を維持・向上させることを

目的として、我が国にCENTA農業技術開発普及サービス強化計画に関するプロジェクト方式技

術協力を要請してきました。この要請を受けて国際協力事業団は、1997年（平成９年）10月26日

から11月８日まで、当事業団農業開発協力部農業技術協力課課長 中原正孝氏を団長とする事前

調査団を現地に派遣しました。

　同調査団は、本プロジェクトの要請背景などについて、エル・サルヴァドル国政府関係者と協

議及び現地調査を行いました。

　本報告書は、同調査団による協議結果などについて取りまとめたものであり、今後、本プロジェ

クト実施の検討にあたり、広く活用されることを願うものです。

　終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表し

ます。
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１．１．１．１．１．事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

(1) 要請の背景

　エル・サルヴァドル共和国政府は、「CENTA農業技術開発普及サービス強化計画」の要請

を提出してきた。我が国はこの要請を受け、1996年４月に基礎調査団を派遣し、協力の必要

性を確認した。さらに同調査団の報告結果を受け、国内で情報収集した結果、要請の背景を以

下のとおりと理解した。

１）エル・サルヴァドル国においては、1992年の内戦終結後、旧ゲリラ、兵士を含む新規参

入農家（素人農家）に対し、農地改革の一環として土地の配分を行っているが、新規参入農

家が農業経営や農業技術のノウハウを持たないため、土地を売却して大都市に流入するケー

スも出ている。これら新規参入農家に対する農業技術の指導を通して安定的な農業を確立す

ることが、エル・サルヴァドル国の大きな課題となっている。

２）また、エル・サルヴァドル国において従来から農業を営んでいる小規模の既存農家も、①

気候不順、②やせ地、③農業信用（資金）・技術援助へのアクセスがないなどから、貧困、栄

養不良などの悪循環に苦しんでいる。国全体の財政不足から、開発資金にも不足しているた

め、新たなインフラ整備（灌漑施設の整備等）により小規模農家の経営条件を抜本的に改善

することは困難であり、今ある資源を有効に活用するために既存農家が農業技術を習得する

ことが必要となっている。

３）以上２つのエル・サルヴァドル国における課題に対応するためには、既存農家への技術移

転だけでなく、新規参入農家までプロジェクトの直接の成果が届くような活動が必要と考え

られる。

(2) 調査団の派遣

　以上の分析から、次の目的で事前調査団を派遣することとなった。

１）基礎調査で必要性が認められた標記案件に対し、相手側に要請の背景、要請内容、実施体

制を確認し、プロジェクト方式技術協力実施に際しての妥当性を検討すること。

２）当国の農業分野における初めてのプロジェクト方式技術協力であるため、スキームについ

ての十分な理解を得ること。

３）プロジェクト方式技術協力として要請内容に対応するためのアプローチ方法についてお互

いの共通認識を持つこと。
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１－２　調査団の構成

１－３　調査日程

　1997年（平成９年）10月 26日～11月８日（14日間）

１－４　主要面談者

＜エル・サルヴァドル側＞

(1) 農牧省

１）Ricardo Quiñones Avila 農牧大臣

２）Vilma Hernández de Calderón 農牧次官

３）Edwin Mauricio Aragon 農政政策分析局長

４）Eduardo Huidobro セクター開発部長

５）Rigoberto Magaña セクター開発部アドバイザー

日順 月 日 曜日 移　動　及　び　業　務
１ 10/26 日 成田発
２ 27 月 サン・サルヴァドル着（16:30）
３ 28 火 大使館表敬、外務省・農牧省表敬
４ 29 水 農牧林業技術センター(CENTA)、

サン・アンドレス技術開発センター(CDT)、
国立農業学校（ENA）表敬・調査
CENTA協議、サポティタン普及所調査(サン・アンドレス CDT管内)

５ 30 木 モラサン CDT調査、ホコロ普及所、
サン・フランシスコ・ゴテラ普及所調査（モラサン CDT管内）

６ 31 金 農牧省計画局合同協議（於 CENTA）
７ 11/ 1 土 卸売市場調査(ティエンドナ)、小売市場調査（サン・ミゲリト）

資料整理
８ 2 日 団内打合せ、ミニッツ案作成
９ 3 月 農牧省計画局合同協議第２回（於 CENTA）
10 4 火 ミニッツ案調整及び修正
11 5 水 ミニッツ署名・交換、大使館報告、JOCV調整員事務所挨拶
12 6 木 サン・サルヴァドル発
13 7 金
14 8 土 成田着

担当分野 氏　名 所　　　　　属
総　　括 中原　正孝 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課課長
協力企画 小原　　修 農林水産省経済局国際部技術協力課プロジェクト管理係長
園芸作物 大原　克之 国際協力事業団筑波国際センター研修第二課研修指導員
農業普及 佐野　文昭 農林水産省農産園芸局普及教育課青年農業者対策室国際交流係長
技術協力 園山　昌和 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課
通　　訳 野沢　俊博 (財)日本国際協力センター研修監理部
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６）Ana Ruth de Serrano セクター開発部職員

７）Rodolfo Dadver Mendoza セクタープロジェクト担当

８）Amilcar Landaverde Lemus 農業経済局市場調査課長

(2) CENTA

１）Roberto Molina Castro CENTA所長

２）Manuel Rodríguez Cedillo CENTA技術部長

３）Eduardo Vides 研究部門コーディネーター

４）Fredys Hernán Lara 普及部門コーディネーター

５）Mauricio Escalante 海外協力事業担当

６）Carlos Israel Avalos 評価：フォロー担当

７）Fredys Fuentes サン・アンドレスGyTT No.4チーフ

８）José Alfredo Alarcon サボティタン普及所長

９）Oswaldo Moreno モラサンCDT所長

10）Alfredo Pineda モラサンGyTT No.2チーフ

11）Nelson Portillo ホコロ普及所長

12）Mario Samayoa CDTモラサン主要穀物研究員

13）Valeriano Guevara サン・フランシスコ・ゴテラ普及所長

(3) 外務省

１）Héctor González Urrutia 外務次官（国際協力担当）

２）Ernesto Arce 国際協力プロジェクト担当

＜日本側＞

(1) 日本大使館 岩本　　克 大使

山口　祐志 参事官

石井　清史 一等書記官

(2) JOCV調整員事務所 山際　秀雄 調整員

(3) 看護強化計画プロジェクト専門家 松本　征吾 調整員
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２．２．２．２．２．要　　約要　　約要　　約要　　約要　　約

２－１　エル・サルヴァドル国農業行政を取り巻く状況

(1) 内戦終了後の農業支援

　1992年１月16日に政府とファラブンド・マルティ民族解放戦線（FMLN）との間で調印さ

れた和平協定により、1980年から92年まで12年間にわたる内戦が終了した。和平合意にとも

ない、削減された政府軍除隊者は約４万1,000名、また武装解除されたFMLN構成員は約１

万5,000名、合計約５万6,000名に達した。これら「和平の落とし子」の社会復帰については

国連を中心とした緊急援助（食糧配給、医療・教育サービスや仮設住居提供）に引き続き、本

格的な社会復帰支援（土地譲渡、職業訓練、資金貸付等）が実施された。

　土地譲渡計画は、1992年２月１日現在（和平合意の発効日）満16歳以上の戦闘員２万2,500

名（政府軍除隊者１万5,000名、元FMLN構成員7,500名）のほか、旧紛争地域内の土地占

有者及び帰還難民２万5,000名、計４万7,500名を対象に国有地及び私有地を譲渡していく計

画である。しかしながら1994年現在で土地証書取得者は約１万2,000名に過ぎず、譲渡計画

は種々の事由から遅れている状況である。

　本計画は大土地所有者の土地を再配分するだけにとどまらず、政府にとっては配分した土地

の営農形態を考え、農家経営を安定させることが必要な課題となっている。

(2) 農牧省の組織改革

　エル・サルヴァドル国政府は、農業セクターの成長阻害要因（世界銀行報告では① Low

Institutional Capacity、②Low Productivityの２点があげられている）の改善のために必要

な組織運営の効率化に関して世界銀行からの提言を受け、農牧省の組織改革（定員削減と組織

統廃合にともなう権限の委譲を含む）を実施した。この一環として中小規模農民に裨益するた

めの研究開発と普及サービスを効果的・効率的に連携しながら実施するために、1993年２月

に農牧省所管の国立農業技術センター（CENTA）を発足させた。

　これらの組織改革を含む同国政府が取り組む農業セクターの改革に対して、世界銀行は1993

年より５年間で総額4,000万 USドルの支援を実施してる。

　このような状況下、農牧省、CENTAでは、削減された人員によって、中小農家のための農

業技術と普及サービスの質をいかに維持・向上させるかが重要な課題となっている。

２－２　要請背景とその妥当性

　調査団派遣前における事前検討においては、上記２－１－(1)による内戦終了後に増加した新規

参入農家に対する農業技術の普及支援体制を緊急に整備し、これら農家の営農を安定させること
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を通じ農村社会の安定的発展を図ることが、最大のプロジェクトの要請背景であると考えられた。

そのためにCENTAの農業普及・技術サービスの体制を強化する必要があると考えられた。

　調査の結果、帰還兵に対する農業技術の支援体制は、特に元ゲリラ兵農家については基礎・初

等教育の不足からくる農業技術の受容力に問題を残すものの（国連エル・サルヴァドル監視委員

会はFMLN除隊者の95％が初等教育以下の学歴しか有していないと結論づけている――「冷戦後

の中米」石井章編より）、既に既存農家に対する通常の農業普及体制の中に位置づけられており、

CENTAとして特別な対応を行っていないことが明らかになった（このほかの分野でも、民主化の

一環として内戦終了後に設立されることとなった国家文民警察官の採用に際して旧ゲリラ戦闘員

も平等な採用試験を受け、実際に採用されているなど、政策として融合化を推進している。内戦

終了時の旧ゲリラ戦闘員の４人のうち１人が10代であったことから、実際のイデオロギー思想教

育は予想するほど行われなかったらしい。10代であった彼らのすべてが内戦終了後に独立したわ

けではなく、多くは親の元に戻ったらしい）。

　むしろ直接的には1993年の世界銀行提言に基づく農業セクター構造調整の実施によるCENTA

組織の改革が、プロジェクト要請の背景であることを確認した。すなわち職員、研究者及び普及

員が大幅削減された中にあって（改革前の約2,400名体制から現在では約900名の体制）、農業普

及・技術サービスの質を維持・向上させることがCENTAの緊急の課題である。

　しかしながら、CENTAの農民に対する農業技術の支援による農業生産性の向上とこれに伴う農

家経営の安定は、農村の貧困問題解決のためには不可欠なものである。農村社会を安定させるこ

とは、すなわち都市への人口流入と雇用問題更には治安問題の解決策でもあり、当国の内戦終了

後の経済社会の安定のための最大の課題と考えられる。

　したがって、本件要請は上記背景の中で当を得たものとして位置づけられる。

２－３　協力の方向性

(1) CENTAの特徴

　CENTAは、その下に４つの技術開発センター（CDT）と77の農業普及所を有する、農牧

省所管の農牧林業に係る農業技術の開発と普及サービスを実施する独立機関である。１つの組

織が研究と普及を実施していくという点において、非常にユニークな機関である。

　上述のとおり、限られた人員と予算の中で効果的、効率的に農業普及・技術サービスを実施

していくために、CENTAは1993年より研究者と普及員の連携により農民の抱える課題に対

応するための「技術開発と普及の統合システム」（Generación y Transferencia de Tecnologia:

GyTT）を導入している。

　本システムは、①基礎穀類、②野菜・果樹、③畜産、④農産加工、⑤天然資源及び⑥遺伝資

源分野について、地方CDTレベルに研究者を配置し、普及員が把握した農家レベルにおける
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問題を研究サイドから支援するとともに、必要な技術研修を普及員に対して行うものである。

CENTAでは全国を農業生態学的見地から18の区に分け、各区にGyTTのための研究員と普

及員を配置するとともに、農家もこれにあわせてグループ化を進めている。１つのCDTには

４～５つのGyTTが活動している。CENTAでは本プログラムにより普及活動と密接に連携さ

せることを活動方針の基幹としている。

　またCENTA本部においては、３名のGyTT調整官（研究、普及及びジェンダー）を技術部

長直轄に配置している。さらに地方において対応が困難な課題に対応するために、研究調整官

の下に６つのプログラムに係るプログラムリーダーを配置している。

　一方、CENTA本部に設置されている相当規模のラボラトリーは、基礎研究のためというよ

り農業技術サービスとしてCDTや農業普及のニーズに応える機能を果たしているものである。

いうならばCENTAの組織機能自体がCDTにかなり分権化されているといえる。

(2) 協力の方向性――地域農業・農村開発型プロジェクトとしての検討

　農民レベルの課題に対応するために研究者と普及員を組み合わせ、現場レベルにおいて解決

策を見いだしていくというこのボトムアップ方式は評価に値するものである。しかし残念なが

ら、本方式導入後、実際に機能を始めたのがここ２年程度であり、知見が十分積み重なってい

ないことや、農家レベルの課題解決が地域全体の土地利用計画を含む営農全体の計画立案に必

ずしも結びついていないと判断された。すなわち地域農業開発計画への展開、その結果、農村

の発展に結びつけていくための協力が必要と判断された。

　農牧省関係者からは、既に基礎穀類に係る技術開発や普及手法については独自の蓄積が相当

あるとして、野菜、果樹、土壌保全、小規模灌漑、畜産など幅広い支援について協力要望が

あった。

　調査団からは、限られた協力期間の中で具体的な成果を確認するためには、総花的な協力実

施では効果が明らかにならないというデメリットを説明した。その上で、協力の方向性とし

て、現在GyTTシステムは個々の農家レベルの問題解決には有効であるかもしれないが、個々

の問題とその解決手法を集約し、地域農業・農村開発に活かしていく必要性、可能性が大きい

ことを指摘し、農牧省次官、局長及びCENTA所長からも「Zoning」による地域開発が今後

の方向性であり、調査団の提言は本方針に合致しているとの発言があった。本方針によりプロ

ジェクトの枠組みを検討することとしたい。

　現時点で想定される活動内容は後述のとおりである。
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２－４　プロジェクト方式技術協力の一般的概念の理解

　エル・サルヴァドル国の農業分野に対する初めてのプロジェクト方式技術協力であるので、ま

ず基本概念に対する理解を得る必要があった。スペイン語のプロ技パンフレットの概要とともに、

主なスキームの説明を次のとおり行った。

(1) プロジェクトの実施主体はエル・サルヴァドル側にあり、日本側はこれに対して協力する

ものであること。すなわち日本人専門家が求められて直接的な成果を出すものではなく、エ

ル・サルヴァドル側カウンターパートが日・エ双方の定めた目標に従って行う活動に対する協

力であること。

(2) 我が国技術協力の特色としては、５年間のプロジェクト総経費をエル・サルヴァドル側に

供与するのではなく、協力する活動の必要に応じて対応するものであり、プロジェクトの資金

管理は日本側の責任で実施される。しかもプロジェクト運営に必要な経常経費（人件費、光熱

水料費、カウンターパートの旅費等）はエル・サルヴァドル側負担であり、我が国としては研

修経費の補助（参加者の旅費、教材作成費等）や必要と判断された場合の資金・展示実証圃場

の建設費などが支出の検討対象となること。また年次事業計画については毎年度エル・サル

ヴァドル側と相互協議を行い、その結果必要な予算が毎年度の予算の範囲内で検討されるこ

と。

(3) 専門家との契約主体はエル・サルヴァドル側ではなく、日本側にあること。JICAとしては

合意された長期専門家の派遣要請に対して専門家を派遣すること。

　これらの説明に対してエル・サルヴァドル側は理解を示すとともに次官からはプロジェクトに

必要な予算を確保する旨回答があった。全体として「必要な技術の移転」という技術協力のエッ

センスについて理解されていると考えられる。ひとつの理由としては現在CENTAに対してドイ

ツ技術開発公社（GTZ）が総合防除対策プロジェクト（Integrated Pest Management: IPM）を

実施しており、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の概念についてよく理解してい

ることもあげられる。
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２－５　プロジェクト実施体制

(1) 一般状況

　プロジェクトの実施上、直接の実施機関には CENTAになろうが農牧省の予算、人事権限

（CENTAの評議会委員会は農牧省大臣）を考慮すると、農牧省との関係をいかに位置づける

かも重要なポイントである。

　大使館及び現地専門家の話や実際の印象からも、農牧省大臣は極めて有能で大統領の信任が

厚いものと考えられる。また次官は現カルデロン大統領の親戚にあたるだけに大統領に極めて

近い。エル・サルヴァドルにおける官僚人事が政権交代にあわせて大幅に変更されるため、現

カルデロン政権が1999年に交代すること（再選は認められていない）は考慮に入れておく必

要がある。しかしながら、現地日本人関係者の話によれば、政権交代に伴う人事異動により新

たに役職に就く官僚（Political Appointees）自体の行政能力が高く、そのため政権交代に伴

う行政上の弊害について大きな批判は聞こえないとのことである。彼らも元々は銀行家、事業

家等経営者であるケースが多く（もちろん国際機関経験者もいる）、行政に経営マインドを

もって対応するため「効率的運営」が巧みであるといわれている。

　事務員レベルにとどまらず高級官僚レベルにも、女性の進出が顕著である（農牧省次官も女

性）。

　また1999年の大統領選挙に先立ち、1997年３月に国会議員・市長選挙が行われた。現行の

ARENA党（国民共和同盟党）が、きわどいながら勝利したものの、同党による経済運営に対

する批判票が FMLN党（民族解放戦線）の躍進に結びついた。

(2) 予算

　会計年度は１月から12月。CENTA予算の要求作業は政府のシーリングの枠内で農業普及

所、CDTレベルから積み上げで行われ、CENTA全体の優先順位を定め、農牧省に提出され

る。農牧省内で検討の上、財政当局へ予算要求される。予算はCENTA予算として独立してい

る。

　一般に途上国で散見される予算額と実際の配布額のギャップ（予算としてはつけているが、

実際には配布されないケースがよく見られる）は、CENTAではない。予算と執行が一貫して

いる。また年度当初予算の配布は約１か月遅れることがあるが、その際にはCENTAが銀行か

ら必要資金を借り入れすることで賄っている（ちなみにエル・サルヴァドルの金融は中米で最

も進んだものとなっている）。したがって職員に対する給与の遅配問題もなく、毎月銀行振り

込みがなされているとの説明があった。

　一般的には予算状況は厳しいものと承知している。
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(3) カウンターパートについて

　中米におけるプロジェクト実施体制を考える際に、特に留意しなければならない点として①

常勤カウンターパートの確保が困難であることと ②インヘニーロとテクニコという資格重視主

義があげられる。前者については、技術系職員の大半は非常勤のために単年度契約によらざる

を得ない国があり、そのため単年度契約期間中に本邦研修期間を限定せざるを得ない事例が

あった。後者については特に大学卒（インヘニーロ）と学士以下（テクニコ）職員の格差が大

きく、経験年数が十分に反映する給与体系になっていないため、カウンターパート自信がおの

ずと「資格取得指向」になりがちであった。

　農牧省カルデロン次官は、エル・サルヴァドル側政府は本件プロジェクト方式技術協力実施

のために必要なカウンターパートを常勤職員の中から選抜配置することを約束した。また上述

したCENTA組織のユニークさは研究と普及を１つにグループ化したことがあげられるが、ま

たインヘニーロとテクニコの給与格差是正についても、より経験年数に配慮した給与体系改善

の取り組みが行われている（具体的にいえば普及員に関しては月額約400～450USドル、CDT

所長レベルで月額約800USドルとなっている。この金額からはカウンターパートの離職問題が

顕在化することはないと思われる）。

　調査団側より、実施体制として最も重要なプロジェクトダイレクター（プロジェクトの最高

責任者）とプロジェクトマネージャー（実施的な実施責任者）について、前者においては農牧

省次官もしくは総局長、後者についてはCENTA所長もしくはCENTA内で技術部門の責任者

でありCENTA理事３名のうちの１人である技術部長をあてるように要請したが、調査期間中

には確約は得られていない（現時点では、農牧省省次官と CENTA技術部長がそれぞれプロ

ジェクトダイレクターとマネージャーにつくことが適当と判断している。参考のため、エル・

サルヴァドルにて実施中の看護教育プロジェクトにおいては、局長と課長がそれぞれの役に任

じられている。CENTAの所長は公募制で決められ、５年の任期を有する（現所長は土壌保全

業務に長く携わったあと、大学で教鞭を執っていた経験を有しているが、既に現役引退者のイ

メージである。CENTAと農牧省との組織関連からは本省局長レベル相当と判断される）。

　専門家のカウンターパートについては、農牧省政策計画局内関係者、CDT技術部長、調整

官、CDT所長、普及員、研究員等が当面考えられるが、さらに具体的に検討する必要がある。

　今次調査において総じて感じたことは、現場レベルの普及員を含めエル・サルヴァドル側関

係者のアカウンタビリティー（説明責任能力）など全体の資質が高いこと、データシステムが

相当整備されているため作成資料が的確であり（世界銀行によるマネジメント・インフォメー

ション・システムに対する支援プログラムがある）、プロジェクト方式技術協力実施のパート

ナーとして信頼に足るべきものがあると判断される。技術協力を実施していく際のエル・サル

ヴァドル側のカウンターパートとなるであろう人材の基本的な資質の高さは、「受容力」とい
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う点から、技術協力を効果的・効率的に進める上で重要な条件の１つであり、技術協力の相手

方としておのずと期待が高まるものである。

２－６　治安について

　専門家の活動の安全を確保することができるか否かは、プロジェクト実施の可能性検討の必須

事項である。エル・サルヴァドルにおいては内戦終了後の武装解除が完全に成功した状態になく、

貧困農村部から都市への人口流入や雇用問題などが重なり、治安に問題があるという観測がある。

　サン・サルヴァドル市内は、坂道の街で、ダウンタウンから山の手にかけて低所得層と富裕層

とで明らかに生活空間が分化されている。したがって町の中心部の一部においては安易に立ち入

ることが懸念される地域もあるが、行動範囲を守れば通常の活動には問題はないように思われた。

また現地調査の対象となった東部は、特に元ゲリラの拠点が多くある地域であったが、同行した

CENTA関係者からも夜間の行動に注意すれば問題はないとの説明があった。青年海外協力隊調整

員に確認したところ、協力隊員が犯罪に巻き込まれる件数は年間２～３件、バスの中で盗難が目

立つ。

　いずれにしろエル・サルヴァドル側関係者には、協力が開始された場合の専門家の安全確保に

対して特段の配慮を申し入れ、了解された。

２－７　今後必要な先方との協議事項

　今次調査では限られた時間の中で、要請背景、内容の確認とともに協力の基本コンセプトや現

時点で想定される必要な協力内容について確認することができた。しかしながら、GyTTにおける

普及員と農民との関係、農民の組織化の現状を含め更なる調査が必要とされるが、長期調査員の

派遣によりこれらの補足調査を行うとともに、次の事項について更にエル・サルヴァドル側と協

議が必要であると判断される。

(1) プロジェクトのマスタープランの作成

　現在 JICAが進めているプロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法により、プ

ロジェクトの目標、成果、活動や成果の確認指標などを定めたプロジェクト・デザイン・マト

リックス（PDM）の作成により、協力のマスタープランを策定していく必要がある。

(2) プロジェクトの活動拠点について

　モデル営農システムをつくっていくためには、モデルとなる地域を選定する必要がある。

　今後の調査を通じて、選定のための条件をとりあえず次のとおりと定めた。

１）CENTAから容易に巡回指導できる範囲で、治安に問題がないCDT管内
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２）自作農がグループ化されているCDT管内

３）野菜、基礎穀類を中心に栽培している農家が存在しているCDT管内

(3) プロジェクトの実施体制の確認

　具体的な実施体制（カウンターパートの確認含め）について協議し、確認する必要がある。
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３．３．３．３．３．相手国組織の現状相手国組織の現状相手国組織の現状相手国組織の現状相手国組織の現状

３－１　エル・サルヴァドル国農業の現状と課題

　エル・サルヴァドル国にとって、農業は同国経済の基幹産業の１つであるが、基礎穀物及び野

菜などの自給率は低く、これら食料の国内不足分を輸入するため貴重な外貨を支出している。農

業は同国地方部在住の国民に雇用機会を提供する産業という意味で非常に重要であり、農業成長

の鈍化は地方部の荒廃を招き、ひいては同地方部農民等の都市部への人口流入を招くこととなる。

これら都市部への人口流入及び失業率の増大は、同国民性安定にとって問題であり、再度の内政

不安の原因ともなり得る。

　農業技術の普及は、中小規模農家の生活安定を図る上で重要であり、したがって、普及員の技

術レベル向上は必要不可欠のものである。

　以上の背景の下、研究部門と普及部門の相互交流を強化することは農家レベルのさまざまな課

題解決に向かった自然な流れとなっている。

３－２　CENTA

(1) 組織

　CENTAは農牧省監督の下、農業技術開発とこれらの普及サービスについて管轄する独立の

政府機関である。CENTAの今回のプロジェクト方式技術協力に関係する組織及びプログラム

は次のとおり。

１）Steerinng Committee

２）Board of Directors

３）National Coordination (GyTT)

４）CDT (Technology Development Center)

　CENTAの下には、研究者と普及員が共同で行うGyTTプログラムを実施する４か所のCDT

があり、さらに各CDTの下には全国合計77の普及所がある（図3-1参照）。

　エル・サルヴァドル国政府は、世界銀行の勧告によりCENTAの機構改革を行い、一般職

員、研究者及び技術者の大幅削減を行った。農牧省は農業、牧畜及び林業の開発のための機能

の大部分をCDTに移管した。

　CENTAは現在、CDTを通じたより効率的で効果的な農業技術開発・普及などの確立を図

り、農業生産性向上及び持続的農業の開発を通じて地方農村部の経済発展をめざしている。
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図3-1　CENTA組織概略

　組織に関して、以下は補足説明である。

①農牧省自体には地方組織ない。本省のみ。

②CENTA所長は農牧省職員ではなく、ステアリング・コミッティーによる指名制。

③1993年の世界銀行勧告によりCENTA職員は、2,000名から現在の約900名に縮減。

④職員は１年ごとの雇用契約ではなく永年勤続制。なお、農牧省次官表敬の際には、本件プ

ロジェクト方式技術協力カウンターパートの予定者があり、終了時まで同一人物を予定し

ているとのこと。

⑤世界銀行による融資は1999年で終了する予定であるが、現在2002年までの延長申請を準

備中。
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(2) 予算関係

①同国の会計年度は１月から12月。

②例年７月ごろに同国財政当局から次年度の概算要求提出の指示がある。10月ごろから細

部につき決定。積み上げは、次のとおり。

各普及所積算→各CDT積算→CENTA分積算（研究部門＋総務部門）→農牧省→財政当

局

③CENTAの本年度予算内訳は、国から5,800万コロン（１USドルは約8.75コロン）、世

界銀行融資が1,500万コロン、その他が農産物販売などの自己収入となっている。

④農牧省次官表敬の際に、本件プロジェクト方式技術協力1998年開始を想定し予算準備中

との発言があった。
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４．４．４．４．４．農業普及の現状農業普及の現状農業普及の現状農業普及の現状農業普及の現状

　調査団は、1997年 10月 29日にCENTA本部、サン・アンドレス及びサポティタン普及所、10

月30日にはモラサンCDT、ホコロ普及所及びサン・フランシスコ・ゴテラ普及所を視察した。ま

たサン・アンドレス及びホコロ地域では各々１名の農家に対して、営農状況及び普及所の関係な

どについて聞き取り調査も実施した。

　以下は現地調査を通じて得られた結果である。

４－１　CENTA本部

　CENTAの目的は、作物、家畜及び天然資源再利用に関する適正技術開発と普及を通じて農牧林

業の生産性と生産向上に寄与することである。これによって、国民の食糧調達、農産物輸出振興、

国内農産物加工業育成、農家収入増大、合理的天然資源利用及び環境保全にも寄与することにな

る。

　CENTAの主業務は、技術開発と普及の統合システム（Generación y Transferencia de

Tecnologia: GyTT）による農家の実情に適合した適正技術開発とその普及である。1993年に農業

生態学的見地から全国を18に区分けし、各CENTA区に１つのGyTTを配置している。４～５の

GyTTを１つにまとめて全国に４か所の技術開発センター（CDT）が設置されている。CENTA業

務は通常の行政単位によるものではなく、同質な農業生態学的環境を保持する区域を基に実施さ

れている。それゆえ、各CDTの分担地域は行政区分とは一致しない。各CDTには15～21の普及

所が配置されており、全国では77か所の普及所がある。

　CENTAはさらに全国規模の基礎穀類、野菜・果樹、家畜、農産物加工、天然資源及び遺伝資源

に関する試験の調整及び実施、農家や技術者から依頼される各種分析を行う実験室の運営・管理、

また普及員に対する研修などを行う。

４－２　GyTTシステム

　GyTTのメンバーは基礎穀類、野菜・果樹、畜産、農産物加工、天然資源、遺伝資源の技術者と

各地の普及員から構成されており、農家の社会経済的条件に適合した適正技術開発と普及がその

主業務である。CDTによっては社会経済担当技術者を配置しているところもある。GyTTの技術

者のほとんどは大学卒の学歴を有している。活動の70～80％は協力農家圃場において実証・展示

栽培及び技術指導を行い、残りの20％はCDTや付属圃場において普及員、農家グループ及び個別

農家に対しての研修、あるいは試験を行っている。

　モラサンCDTのホコロ地区の視察では、土壌保全、新作物導入及び堆肥作りなど活発なGyTT

活動が紹介された。しかしながら、まだ必要分野の技術者が配置されていないGyTTも多く、ま
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た活動が体系的組織的に行われていないところも見受けられた。所期の目的を達成するためには、

これらの問題を早急に改善する必要があろう。

＜問題点＞

・実質的普及関連業務は、CENTA本部においては各GyTTの普及員の配置などの調整や普及員

の研修のみであり、実質的な活動は各GyTTに任されている。

・また、エル・サルヴァドル国内全体に対する普及活動の指針や全体活動計画は策定されていな

い。

・現在、GyTTではまだ必要分野の研究員が配置されていないグループが多く、また配置されて

いるGyTTにおいても活動が体系的かつ組織的に十分でないところも見受けられた。

所期の目的を達成するためには、これらの人事的問題を早急に改善する必要がある。

４－３　CDT

　CDTはCENTAの理事会に直属する機関であり、予算的には自治が認められている。全国には

４か所のCDTが設置されており、以下のとおりの担当地域及び農業分野がある。

　各CDTの下には15～21の普及所が置かれており、また４～５のGyTTグループが活動してい

る。GyTTの活動拠点はCDTである。各CDTには試験圃場が付属しており、品種選抜や適応試

験などの主業務分野に関する試験が行われている。サン・アンドレスCDTではトウモロコシ及び

フリホール豆の原種が生産されており、種子生産農家に販売されている。CDTでは農家に対する

技術研修も実施されており、全国４か所に宿泊設備のある研修センターも設置されている。

＜問題点＞

・CDTはGyTT活動の拠点ではあるが、CDTが統括している地域の普及活動や技術開発などの

方針や計画策定が行われていない。

CDT 担当地域 担当分野
イサルコ 西部 畜産
サン・アンドレス 中西部 基礎穀物
サンタクルス・ポリージョ 中部 野菜及び果樹
モラサン 東部 天然資源
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４－４　普及所

　イサルユ地域には15、サン・アンドレス地域には20、サンタ・クルスポリージョ地域には21、

モラサン地域には21の普及所が設置されている。各普及所には所長を含めて５～６名の普及員が

常駐している。

　普及所は10～15名の農民を１つのグループとして組織化しており、各普及員は農民グループを

中心に普及活動を行っている。各普及員は１～４の農民グループを１ルートとして設定し、計８

ルートを担当している。１週の４日間は毎日１ルートを指導し、残り１日は事務所において計画

調整、報告会などを行っている。２週間で８ルートの全担当農民グループの巡回を終了する。

(1) サポティタン普及所

　サポティタン普及所の担当地域内には、日本の無償援助によって復旧整備された灌漑区が存

在する。現在は生食トウモロコシ、稲及びフリホール豆が主作物である。以前からある灌漑シ

ステムの影響か、当地域の農家の技術及び収益レベルは他の地域に比較して高い。改善された

灌漑システムを効果的効率的に利用し、より高収益が期待できる野菜生産を実現するのが将来

の目標である。しかしながら、適正野菜品種の選定及び効果的病害虫防除法の開発などが今後

の重要課題である。この地域ではまだGyTT方式活動は活発ではない。

(2) ホコロ普及所

　この地区ではGyTT活動が活発に行われている。農家の協力を得て各種土壌保全技術、混

作、新作物導入、有機物肥料作成などの実証試験に取り組み始めている。協力農家の圃場にお

いて、有効と思われる作目、品種及び技術を試行している段階と思われる。

(3) サン・フランシスコ・ゴテラ普及所

　この地区はGyTTではなく、普及員自身が技術開発に取り組んでいる。有機除草剤開発、バ

イオガス製造、基礎穀類品種適応試験、小規模養鶏、養魚などの活動を行っている。この普及

所にはジェンダー担当の女性普及員が常駐しており、30％に及ぶ女性農家戸主が抱える問題を

担当している。

　また普及所の業務は地域NGO、ADELの活動とも密接に関連している。ADELは特に農業

分野の活動を活発に行っており、農民や普及員を対象に野菜や果樹に関する研修を実施してい

る。
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４－５　普及員

　全国に約600名いる普及員は、４年制大学卒業者か国立農業学校（ENA：実習を中心のカリキュ

ラムを組んだ５年制の農業学校。カリキュラム的には日本の農業大学校に似ている。）の出身者が

多く、普及員資格試験を経て採用されている。待遇は月給400USドル（所長クラスは425USドル）、

これは他の公務員に比較して悪くない給与であると思われる。また、研究員との給与格差はほと

んどない。

　普及員の資質については、管轄している農民に対する問題意識、必要とされている活動や技術

への認識、課題解決のための今後の活動予定などの意識が高く、資質は高いものと考えられる。

　研修は、すべての作物技術に関する初任者研修やCENTA本部において年６回くらい実施され

る新技術に関する研修で、GyTTの研究員や海外のコンサルタント等が講師となって実施されてい

る。

　活動は巡回指導が中心で、機材としてはCENTAで作成されているパンフレットを配布しての

普及活動が中心となっている。農民に対する研修会は開催するが、回数は非常に少ない。

　普及員の活動計画は２週間ごとに各人で作成しており、金曜日にGyTTの研究員も交えての活

動報告を行っている。

＜問題点＞

　普及員からの聞き取りによって、専門知識・技術向上を図るための研修機会の少なさ及び内容

の不十分さなどの問題が指摘された。

・また、普及手法や組織化、生活改善などの研修が全くなく、純粋に技術のみの研修となってい

る。

・農民の文盲率の高い地域においては、パンフレットのみの普及活動の困難性を普及員も感じて

いる。

・普及する新技術について、普及員が体得しておらず、的確なアドバイスができないことも大き

な問題である。

・活動計画は、その週に巡回する農民を決めるのみであり、指導方針や目的、活動内容、問題点

などはなく、体系的な活動計画の作成について改善していく必要がある。

４－６　農民

　農民は普及所の指導により組織化されており、10 ～ 15 名程度のグループを形成している。グ

ループのリーダーあるいは普及員との連絡係は、先取的農家が普及員から指定されてなっている。

ゆえに農民グループのリーダーがそのコミュニティーのリーダーであるとは限らない。農民の中

には、組織的活動に馴染めない者も多く、普及員の個別指導を望む者もいる。
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　小作農家も多く存在し、小作料として現金給与、あるいは収穫物が地主に支払われる。特にモ

ラサン地域では多く、約70％の農民が小作である。地主の多くは米国に居住しており、和平締結

後、この地域に再び投資を始める者も多い。和平後、農地改革によって新規参入農民の数が急激

に増加した。彼等の多くは若年層であり、文盲率も高い。GyTT活動に農民の多くは好意的であ

り、展示圃場や実証圃場を提供して協力する者が多い。
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５．５．５．５．５．要請案件に必要となる活動内容要請案件に必要となる活動内容要請案件に必要となる活動内容要請案件に必要となる活動内容要請案件に必要となる活動内容

　現地調査の結果、要請案件の目的達成には以下のような活動内容が必要と思われる。しかしな

がら、詳細は更に検討が必要である。

(1) 普及及び研修システムの改善

１）GyTT活動システム評価法の確立

①活動指針及び目標を含む活動計画の作成

②活動の進捗状況モニタリング

③活動内容の評価

④地域農業開発計画作成のための蓄積データ及び経験の評価

２）研修システムの改善

①研修カリキュラムの改善（OFT研修方法、現場視察等）

②多分野の技術研修による普及職員の能力向上

③技術員に対する普及手法の研修

３）研修方法の改善

①ポスター及びビデオなどの視聴覚教材を利用した効果的研修手法の開発

②効果的展示圃場の利用法

(2) 農業技術の改善

１）ファーミングシステムの改善

①対象地域の農家経営調査

②地域農家の実情に適合した暫定ファーミングシステムの組立

③構成技術の検証（土壌保全技術、堆肥利用、間作等）

④農家圃場における暫定標準ファーミングシステムの検証

⑤標準ファーミングシステムの組立と奨励

２）園芸作物栽培技術の改善

①園芸農家の現状調査と評価

②栽培技術改善に係る活動計画作成

③各条件下での適合園芸作物の選定

④各条件下での各作物の適合品種の選定

⑤農家の実情に適合した暫定標準栽培法の組立

⑥農家圃場における各作物の暫定標準栽培法の検証と評価
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⑦各作物の標準栽培法の組立と奨励

３）基礎穀類作物栽培技術の改善

①対象地域農家の栽培技術現状調査

②栽培技術改善に係る活動計画作成

③各栽培条件下での適合品種の選定

④地域農家の実情に適合した暫定標準栽培法の組立

⑤農家圃場における暫定標準栽培法の検証

⑥各作物の標準栽培法の組立と奨励
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